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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の薬剤を、対象の固形組織にデリバリーするデバイスであって、
　（i）複数の微小透析プローブと、
　（ii）複数の針であって、前記複数の針のそれぞれは、前記複数の微小透析プローブの
１つを受容するように構成された複数の針と、
　を備え、
　前記デバイスは、前記複数の微小透析プローブを前記固形組織に挿入するように構成さ
れ、
　前記複数の薬剤は、前記複数の微小透析プローブを通して前記固形組織にデリバリーさ
れるデバイス。
【請求項２】
　前記デバイスは、前記複数の微小透析プローブを通して前記複数の薬剤を流すことによ
って前記複数の薬剤を前記固形組織にデリバリーするように構成された
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記複数の針に動作可能に連結された、少なくとも１つの制御部をさらに備える
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記複数の微小透析プローブは、少なくとも３つの微小透析プローブを含み、より好ま
しくは少なくとも５つの微小透析プローブを含み、更に好ましくは少なくとも１０個の微
小透析プローブを含む
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記複数の針は、少なくとも３本の針を含み、より好ましくは少なくとも５本の針を含
み、更に好ましくは少なくとも１０本の針を含む
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
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　前記固形組織への前記複数の微小透析プローブの挿入を案内するガイドデバイスをさら
に備える
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記固形組織は腫瘍である
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記複数の薬剤は化学療法剤を含む
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記デバイスは、前記複数の薬剤を軸に沿って前記固形組織にデリバリーするように構
成された
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記デバイスは、前記複数の薬剤を前記固形組織にデリバリーするように構成され、
　前記固形組織の外側で、前記複数の薬剤が(i)検出不可能であるか、または(ii)前記固
形組織の外側で検出可能な場合には、前記複数の薬剤が最小有効用量未満で存在する
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記デバイスは、システム的にデリバリーされる場合、対象において検出可能な効果を
発揮するのに必要な最小用量未満の量で複数の薬剤をデリバリーするように構成された
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記デバイスは、治療有効濃度で前記複数の薬剤をデリバリーするように構成された
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記デバイスは、前記固形組織の異なる領域に異なる濃度で前記複数の薬剤のうち少な
くとも一つの薬剤をデリバリーするように構成された
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記デバイスは、前記固形組織の同じ領域に複数の投薬量で前記複数の薬剤のうち少な
くとも一つの薬剤をデリバリーするように構成された
　請求項１に記載のデバイス。
【請求項１５】
　２つ以上の前記複数の薬剤が、前記固形組織内の異なる領域にデリバリーされる
　請求項１に記載のデバイス。
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